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新年のご挨拶

神奈川県薬剤師国民健康保険組合
理事長　山本哲朗

　新年明けましておめでとうございます。
　組合員の皆様方には、新たな年を健やかにお
迎えのことと存じます。また、日頃から国保組
合の事業運営にご理解ご協力をいただき厚くお
礼申し上げます。
　昨年 4月に理事長に就任し 9か月が経過しま
したが、保険給付等の各種事業につきましては、
当初の計画に基づき順調に運営しておりますこ
とをご報告申し上げます。また、昨年 4月に保
険料を改定させていただきましたが、今年度の
決算見込につきましては、中期財政計画でお示
しをしました数値に近い収支率が見込まれてお
り、改めまして組合員の皆様方のご理解とご協
力に厚くお礼申し上げます。
　さて、社会保障制度改革の関係ですが、改革
の道筋を示したプログラム法に基づき必要な措
置を平成 29 年度を目途に段階的に講ずること
とされております。その一つとして、国保の財
政運営の責任主体を都道府県へ移管することな
どを柱とした国保法等改正案が昨年 5月に成立
し、平成 30 年度から市町村国保の運営主体は
都道府県と市町村が共同で担うことになってお
ります。
　また、国保組合に対する国の補助金について
は、平成 28 年度から 5年かけて段階的に見直
されることになりました。薬剤師国保組合の場
合、平成 32 年度には現行の 32％から 14％まで
下げられことになります。最終的に 7千万円程
度減額されることになりますので、財政的に大
きな影響を受けることになります。

　一方、昨年 10 月から社会保障・税番号制度
がスタートしました。国民１人ひとりに個人番
号が通知され、国保組合におきましても個人番
号利用事業者としての業務がスタートすること
になります。近いうちにご案内をさせていただ
く予定ですが、加入等の各種手続きの際、マイ
ナンバーをご提供いただくことになります。マ
イナンバーの利用に当たりましては、国の指針
等に基づく厳格な管理と適正な利用に努めると
ともに情報漏洩対策に取り組んで参りたいと考
えておりますのでご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。
　なお、現に加入されている皆様方のマイナン
バーについては、行政機関などとの情報連携に
支障を来さないよう、この 10 月を目途に一斉
に取得させていただきたいと考えております。
併せて、組合員資格の再確認を実施する予定で
すのでご協力をよろしくお願いいたします。
　このように、国保組合を取り巻く状況は、国
民皆保険制度発足後、大きな変革期を迎えてお
ります。こうした中で、組合員等加入者の皆様
方の負託に応えていくためには、より安定的で
継続性のある事業運営が求められているものと
考えております。
　役職員一同、今後とも中長期的な展望に立っ
た事業運営並びに財政運営に努めて参りますの
で、組合員の皆様方の一層のご理解とご協力を
お願い申し上げますとともに、組合員並びにご
家族の皆様方のご多幸を祈念申し上げまして新
年の挨拶とさせていただきます。



＜組合年齢別受診率＞
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※市町村国保の数値は、厚生労働省「平成25年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」より 

年 齢 受診率 

40～44歳 35.3% 

45～49歳 41.6% 

50～54歳 35.1% 

55～59歳 42.3% 

60～64歳 41.6% 

65～69歳 29.6% 

70～74歳 28.2% 

全 体 37.1% 

平成２６年度特定健診受診率

まだ受診していない方は、 

３月末までに受診してください 

年齢別受診率（市町村国保との比較）

６５歳以上の方の

受診率が、他の年

齢層に比べ非常に

低くなっており、

市町村国保とは、

逆の傾向になって

います。 

●４０歳～７４歳未満の方へ●

～健診を受けて伸ばそう！私の　家族の　健康寿命～

健康診断を受診しましょう！

特定健診受診券を利用すれば、

契約健診機関で人間ドックや健康診断 がかんたんに受診できます。

健診受診券を紛失した場合は組合までご連絡ください。

予約

受診

支払

１

2

３

　昨年５月末頃お送りした受診券をお手元にご用意ください。同封されている
冊子「健康診断を受けましょう」または、組合ホームページで健診機関をご確認
の上、予約をしてください。その際、神奈川県薬剤師国保に加入していることを
伝えてください。

　予約日当日は、特定健診受診券と保険証、健診機関から指定されたものを持参
し、受診してください。

　最後に窓口で補助金を差し引いた金額をお支払いください。
　（例　人間ドック４１, ０４０円－補助金３０, ０００円＝自己負担額１１, ０４０円）

※　婦人科系検診や脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ両方実施）以外のオプションは補助の対象外になります。
※　契約外健診機関で人間ドックや一般健診を受診した場合、補助金の申請が必要になります。詳細は組合
　までご連絡ください。
※　補助は年度内に一回になります。
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ジェネリック医薬品の使用促進のお願い
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ウォーキング参加費に対する補助

インフルエンザ予防接種に対する補助

ジェネリック使用率（数量ベース）　皆様のご協力により、ジェネリック医薬品の使用率	
が上がってきています。しかし全国平均や県平均と比	
較し１０％以上も低い状態です。
　使用率向上により、国保財政の健全化と共に自己負
担額の軽減にもつながります。使用促進に、ご理解ご
協力をよろしくお願いいたします。

●補助対象
（1）各ウォーキング協会が主催する JVA（※ 1）認定大会や例会
　　＜完歩証明として IVV（※ 2）が配布又は押印される大会又は例会＞

（2）平成２７年４月～１２月に実施したもの
　　※１　日本市民スポーツ連盟　　※２　国際市民スポーツ連盟

●補助対象
（1）組合員（７５歳以上を除く）※家族の方は対象外です。
（2）平成２７年１０月１日～平成２８年２月末までに実施したもの

●補助金額
　組合員１名につき１, ０００円
　（費用額が、１, ０００円に満たない場合は実費）

●添付書類
（1）申請用紙（組合ホームページからダウンロードまたは、
　　　　　　　組合までご連絡いただければ郵送いたします。）
（2）領収書（医療機関名及びインフルエンザ予防接種の記載のあるもの）

●申請期間　平成２８年３月３１日（必着）まで

●補助金額（年間限度額 5,000 円） ●添付書類
（1）申請用紙（組合ホームページからダウンロードまたは、
　組合までご連絡いただければ郵送いたします。）
（2）完歩時に配布される IVVシートの JVA回数又は JVA距離の写し
　・パスポート手帳に貼っている場合はその部分の写し
　・シートではなくパスポートに押印されている場合は
　　その部分の写し

●申請期間　　平成２８年１月１日～３月３１日（必着）

１回当たりの
参加費 補助額

1,500 円以上 800 円

1,000 円～ 1,499 円 600 円

501 円～ 999 円 300 円

500 円以下 200 円

▲お願い▲
申請する際は、事業所単位でまとめていただきますようよろしくお願いいたします。

妊娠中の栄養管理に役立つ

冊子をプレゼント！

　冊子をご希望の組合員の方は

組合までご連絡ください。



　●自家調剤における調剤報酬請求の一部制限事項について (お願い )
　組合では自主財源の確立を図る自助努力拡充の一環として、次のとおり、自家調剤の制限事項を平成

２７年１月より追加しています。誤請求につきましては過誤調整等で対応していますが、いまだにお問

い合わせも数多くいただいております。制限事項の対象となるのは、勤務又は経営されている薬局で本

人又は家族に調剤を行う場合です。審査支払機関 (国保連合会 )に請求される際、改めて確認いただき

請求誤りのないようご配意くださるようお願いします。

自家調剤における調剤報酬請求の一部制限事項
（○は請求可、×は請求不可）

調剤報酬 事業主及び従業員の勤務薬局での調剤
薬剤師本人

非薬剤師本人

の 内 訳 (本店、支店間における調剤も含む ) 及び家族

請

求

項

目

調

剤

技

術

料

　調剤基本料　 ※分割調剤を除く ○ ○

分割調剤 × ×

後発医薬品の分割調剤 × ×

基準調剤加算 (1･2) ○ ○

後発医薬品調剤体制加算 (1･2･3) ○ ○

　調剤料 　内服薬・内服用滴剤・頓服薬・浸煎薬 × ×

　湯薬・注射薬・外用薬

一包化加算 × ×

嚥下困難者用製剤加算 × ×

無菌製剤処理加算 × ×

麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算 × ×

時間外・休日・深夜加算 × ×

夜間・休日等加算 × ×

自家製剤加算 × ×

計量混合調剤加算 × ×

在宅患者調剤加算 × ×

薬

学

管

理

料

　薬剤服用歴管理指導料 × ×

　長期投薬情報提供料 (1･2) × ×

　外来服薬支援料 × ×

　在宅患者訪問薬剤管理指導料 × ×

　在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 × ×

　在宅患者緊急時等共同指導料 × ×

　退院時共同指導料 × ×

　服薬情報等提供料 × ×

　　薬剤料 ○ ○

　　特定保険医療材料 ○ ○

平成２７年１月１日現在


